
 

 

          安田町過疎地域持続的発展計画 新旧対照表 

変更箇所 
(変更後計画の頁、行等) 

新（変更後） 旧（変更前） 

16頁、25～26行 （７）観光・レクリエーション 
・  本町の観光レクリエーション資源は、魚梁瀬県立自然公園、四国霊場２７番札所神峯寺、

鮎釣りで有名な安田川をはじめとした従来の観光資源に加え、県下でも珍しい和洋折衷造り

の旧柏原邸・旧市川医院を再整備した「安田まちなみ交流館  和」や総合交流拠点施設

「輝るぽーと安田」などがあります。なかでも「輝るぽーと安田」は、地元の野菜などの販売を

行う「地場産品販売センター」と、地域の食材を活かした料理を提供する「地域食材提供施

設」を併設する複合施設として整備されており、近接する「地産外商促進センター」とあわ

せ、交流人口の拡大や観光情報の発信施設として大いに期待されています。  

・  近年の生活水準の向上や余暇時間の増加により観光レクリエーション需要は増加し、「観

る観光」から「体験する観光」へ変化してきており、これらのニーズに応えられる地域資源を掘

り起こすとともに、その資源を活用できる観光の基盤づくりが求められています。  

・  ごめん・なはり線の開通に伴い、高知県東部を訪れる観光客が増加する中で、東部地域６

市町村の住民グループのネットワーク組織「高知東海岸町並みネットワーク会議」が「土佐の

町家雛まつり」を開催し、開催期間中は国の登録有形文化財に指定された古民家等に、

代々受け継がれてきた雛人形を飾り、訪れる観光客の目を楽しませています。  

・  国の重要文化財に指定された魚梁瀬森林鉄道の遺構を活用した、観光客の増加に努め

ています。また、平成２９年には中芸５町村をフィールドとする「森林鉄道から日本一のゆずロ

ードへ～ゆずが香り彩る南国土佐・中芸地域の景観と食文化～」が日本遺産に認定された

ことを受け、今後さらに中芸地域及び日本遺産の魅力を発信していく事業の推進が必要とな

っています。 

・  観光客・交流人口のさらなる拡大を図るために、町の観光振興施策はもちろんのこと、住民

グループ等とも連携した既存の観光資源の磨き上げなど、新たな観光資源の開発に取り組

む必要があります。また、一般社団法人  高知県東部観光協議会の取り組みとして教育旅

行の誘致を進めるなど、広域的な観光商品の造成を急ぐとともに、町を訪れた観光客が観光

情報等を得ることができる情報発信拠点の整備など、受け入れ体制の整備充実が重要とな

っています。 

・  令和３年に新たにドッグフリーサイトやツリーハウスを新設し、リニューアルオープンした安田

川アユおどる清流キャンプ場について、今後提携企業と連携し、本町への誘客及び交流人

口の増加を図っていく必要があります。 

 

 

（７）観光・レクリエーション 
・  本町の観光レクリエーション資源は、魚梁瀬県立自然公園、四国霊場２７番札所神峯寺、

鮎釣りで有名な安田川をはじめとした従来の観光資源に加え、県下でも珍しい和洋折衷造り

の旧柏原邸・旧市川医院を再整備した「安田まちなみ交流館  和」や総合交流拠点施設

「輝るぽーと安田」などがあります。なかでも「輝るぽーと安田」は、地元の野菜などの販売を

行う「地場産品販売センター」と、地域の食材を活かした料理を提供する「地域食材提供施

設」を併設する複合施設として整備されており、近接する「地産外商促進センター」とあわ

せ、交流人口の拡大や観光情報の発信施設として大いに期待されています。  

・  近年の生活水準の向上や余暇時間の増加により観光レクリエーション需要は増加し、「観

る観光」から「体験する観光」へ変化してきており、これらのニーズに応えられる地域資源を掘

り起こすとともに、その資源を活用できる観光の基盤づくりが求められています。  

・  ごめん・なはり線の開通に伴い、高知県東部を訪れる観光客が増加する中で、東部地域６

市町村の住民グループのネットワーク組織「高知東海岸町並みネットワーク会議」が「土佐の

町家雛まつり」を開催し、開催期間中は国の登録有形文化財に指定された古民家等に、

代々受け継がれてきた雛人形を飾り、訪れる観光客の目を楽しませています。  

・  国の重要文化財に指定された魚梁瀬森林鉄道の遺構を活用した、観光客の増加に努め

ています。また、平成２９年には中芸５町村をフィールドとする「森林鉄道から日本一のゆずロ

ードへ～ゆずが香り彩る南国土佐・中芸地域の景観と食文化～」が日本遺産に認定された

ことを受け、今後さらに中芸地域及び日本遺産の魅力を発信していく事業の推進が必要とな

っています。 

・  観光客・交流人口のさらなる拡大を図るために、町の観光振興施策はもちろんのこと、住民

グループ等とも連携した既存の観光資源の磨き上げなど、新たな観光資源の開発に取り組

む必要があります。また、一般社団法人  高知県東部観光協議会の取り組みとして教育旅

行の誘致を進めるなど、広域的な観光商品の造成を急ぐとともに、受け入れ体制の整備充

実が重要となっています。  

 

・  令和３年に新たにドッグフリーサイトやツリーハウスを新設し、リニューアルオープンした安田

川アユおどる清流キャンプ場について、今後提携企業と連携し、本町への誘客及び交流人

口の増加を図っていく必要があります。 

 

 

 

  

令和６年６月 



 

変更箇所 
(変更後計画の頁、行等) 

新（変更後） 旧（変更前） 

19頁、11～12行 ・  旧魚梁瀬森林鉄道遺構の周辺整備及び日本遺産に関する情報を一元的に集約して発

信等するほか、観光客が立ち寄るためのビジターセンター整備について、具体的な場所や施

設についての検討を進めます。 

･ 日本遺産を巡る体験型ツアーの開催や中芸地域の魅力ある体験プログラムを実施する等、

中芸地域への誘客及び交流人口の拡大を図ります。体験型ツアーにおいては、中芸地域の

各観光施設等とも連携することで、中芸の魅力発信を行っていきます。  

・  旧柏原邸・旧市川医院を拠点とし、町の中心地に点在する国の登録有形文化財等をめぐ

る街あるきルートの設定を行い、ボランティアガイドの養成に努めます。  

・  一般社団法人  高知県東部観光協議会と連携・協力し、教育旅行等の誘致を推進し、不

足する宿泊施設に対応するため、各地域に対し民泊の受け入れ体制づくりの支援を行いま

す。 

・  町の中心地エリアに位置する町有施設（旧安田郵便局）を町の情報発信拠点として整備

し、輝るぽーと安田、旧柏原邸・旧市川医院等と連携し、観光情報発信体制の確立を図ると

ともに、観光案内板の整備やホームページ、パンフレット等の充実による観光情報の提供に

努めます。 

・  高知県が推進する本県の強みである「自然」等を前面に出した自然体験型観光の磨き上

げ等に合わせ、令和３年にリニューアルオープンしたキャンプ場等の施設を通じ交流人口の

増加に努めます。 

 

・  旧魚梁瀬森林鉄道遺構の周辺整備及び日本遺産に関する情報を一元的に集約して発

信等するほか、観光客が立ち寄るためのビジターセンター整備について、具体的な場所や施

設についての検討を進めます。 

･ 日本遺産を巡る体験型ツアーの開催や中芸地域の魅力ある体験プログラムを実施する等、

中芸地域への誘客及び交流人口の拡大を図ります。体験型ツアーにおいては、中芸地域の

各観光施設等とも連携することで、中芸の魅力発信を行っていきます。  

・  旧柏原邸・旧市川医院を拠点とし、町の中心地に点在する国の登録有形文化財等をめぐ

る街あるきルートの設定を行い、ボランティアガイドの養成に努めます。  

・  一般社団法人  高知県東部観光協議会と連携・協力し、教育旅行等の誘致を推進し、不

足する宿泊施設に対応するため、各地域に対し民泊の受け入れ体制づくりの支援を行いま

す。 

・  輝るぽーと安田、旧柏原邸・旧市川医院を中心とした観光情報発信体制の確立を図るとと

もに、観光案内板の整備やホームページ、パンフレット等の充実による観光情報の提供に努

めます。 

・  高知県が推進する本県の強みである「自然」等を前面に出した自然体験型観光の磨き上

げ等に合わせ、令和３年にリニューアルオープンしたキャンプ場等の施設を通じ交流人口の

増加に努めます。 

 

 

 

 

 

 



変更箇所 
(変更後計画の頁、行等) 

新（変更後） 旧（変更前） 

20頁、11～12行 事業計画（令和３年度～令和７年度）  

持続的発展施策区分 事業名（施設名） 事 業 内 容 事業主体 備考  

２ 産業の振興 

  

 

 

 

（１） 基盤整備 

＜農業＞ 

 

 

＜林業＞ 

 

安田川分水対策事業 

用排水路、頭首工改修、農作業道 

L=1,000m、W=0.3～0.8m 

安田町  

森林整備事業 

除伐・間伐・森林維持 

安田町 

 

（９）観光又はレクリエー

ション 

日本遺産ビジターセンター整備 

施設改修 外 1.0式 

中芸のゆずと森

林鉄道日本遺

産協議会 

 

町情報発信拠点整備 

施設改修 外 1.0式 

安田町  

(１０)過疎地域持続的発

展特別事業 

水産資源増殖事業 

内容：海・川の水産資源増殖対策への助成 

必要性・効果：水産資源を安定的に確保し、産

業・観光の活性化を図る。 

安田町  

地域特産品開発・販売促進事業 

内容：地域の団体やグループによる、地域資源

を活用した新たな商品開発と販路の拡大への

助成。 

必要性・効果：地域資源を活かした商品開発に

取り組み、新たな産業の推進による地域活性

化を図る。 

安田町  

観光振興事業 

内容：観光協会を中心として、地域住民・団体が

地域資源（森林鉄道遺産・古民家・文化財）を活

用した観光振興事業の推進や、情報発信を行う。 

必要性・効果：交流人口の拡大による過疎地域

の活性化を図る。 

観光協会  

日本遺産推進事業 

内容：中芸のゆずと森林鉄道日本遺産協議会を

中心として、地域住民・団体が森林鉄道遺産を活

用した観光振興事業の推進や、情報発信を行う。 

必要性・効果：交流人口の拡大による過疎地域

の活性化を図る。 

中芸のゆずと森

林鉄道日本遺

産協議会 

 

 

事業計画（令和３年度～令和７年度）  

持続的発展施策区分 事業名（施設名） 事 業 内 容 事業主体 備考  

２ 産業の振興 

  

 

 

 

（１） 基盤整備 

＜農業＞ 

 

 

＜林業＞ 

 

安田川分水対策事業 

用排水路、頭首工改修、農作業道 

L=1,000m、W=0.3～0.8m 

安田町  

森林整備事業 

除伐・間伐・森林維持 

安田町 

 

（９）観光又はレクリエー

ション 

日本遺産ビジターセンター整備 

施設改修 外 1.0式 

中芸のゆずと森

林鉄道日本遺

産協議会 

 

(１０)過疎地域持続的発

展特別事業 

水産資源増殖事業 

内容：海・川の水産資源増殖対策への助成 

必要性・効果：水産資源を安定的に確保し、産

業・観光の活性化を図る。 

安田町  

地域特産品開発・販売促進事業 

内容：地域の団体やグループによる、地域資

源を活用した新たな商品開発と販路の拡大へ

の助成。 

必要性・効果：地域資源を活かした商品開発

に取り組み、新たな産業の推進による地域活

性化を図る。 

安田町  

観光振興事業 

内容：観光協会を中心として、地域住民・団体が

地域資源（森林鉄道遺産・古民家・文化財）を活

用した観光振興事業の推進や、情報発信を行う。 

必要性・効果：交流人口の拡大による過疎地域

の活性化を図る。 

観光協会  

日本遺産推進事業 

内容：中芸のゆずと森林鉄道日本遺産協議会を

中心として、地域住民・団体が森林鉄道遺産を活

用した観光振興事業の推進や、情報発信を行う。 

必要性・効果：交流人口の拡大による過疎地域

の活性化を図る。 

中芸のゆずと森

林鉄道日本遺

産協議会 

 

 

 

 

 



変更箇所 
(変更後計画の頁、行等) 

新（変更後） 旧（変更前） 

27頁、11～12行 

【公共施設等総合管理計画等との整合】 
・ 定期的な点検、診断を実施し、計画的な施設管理を行います。 

 

  町道与床明神口線改良（藤谷橋） 

L=9.2m、W=2.5m 

安田町  

町道安田唐浜線改良（太田川橋） 

L=8.6m、W=5.3m 

安田町  

町道チョウガ谷山ノ神線改良（不動橋） 

L=2.3m、W=3.3m 

安田町  

町道与床明神口線改良（明神口橋） 

L=43.2ｍ、W=2.3m 

安田町  

町道間下内京坊線改良（間内橋） 

L=62.0m、W=4.0m 

安田町  

町道別所中ノ川線改良（宮地島橋） 

L=10.0m、W=2.5m 

安田町  

（９）過疎地域持

続的発展特別事

業 

 

地域公共交通の確保 

内容：過疎地域住民の生活路線バス・鉄道等として、土

佐くろしお鉄道・高知県東部交通への運行等助成 

必要性・効果：地域住民の交通が確保されることで過疎

地域の生活の維持が保てる 

一部基金に積立て、後年度にあてる 

 

安田町  

コミュニティバス運行事業 

内容：公共交通空白地区の解消を目指して整備したコミ

ュニティバスの運行事業 

必要性・効果：公共交通空白地区においてコミュニティ

バスの運行を行うことにより、公共交通機関等での移

動が難しい層の移動手段確保を行う 

 

安田町  

生活バス路線利用促進事業 

内容：利用者の利便性の向上と公共交通を利用する町

民の運賃負担の軽減を図るため、記名式 IC カードで

すかを活用し、バス運賃を定額制とする事業 

必要性・効果：高知東部交通の路線バスの利用促進と

バスを利用する町民の運賃負担の軽減が期待できる 

 

安田町  

地域公共交通計画事業 

内容：計画に基づき、公共交通網の整備、利用促進及

びまちづくりや広域との連携を図る事業を実施する 

必要性・効果：誰もが自分の意思で移動でき、地域の実

情・町民のニーズと整合のとれた生活交通サービスの

構築を実現する 

安田町  

 

 

【公共施設等総合管理計画等との整合】 
・ 定期的な点検、診断を実施し、計画的な施設管理を行います。 

 

  町道与床明神口線改良（藤谷橋） 

L=9.2m、W=2.5m 

安田町  

町道安田唐浜線改良（太田川橋） 

L=8.6m、W=5.3m 

安田町  

町道チョウガ谷山ノ神線改良（不動橋） 

L=2.3m、W=3.3m 

安田町  

町道与床明神口線改良（明神口橋） 

L=43.2ｍ、W=2.3m 

安田町  

町道間下内京坊線改良（間内橋） 

L=62.0m、W=4.0m 

安田町  

（９）過疎地域持

続的発展特別事

業 

 

地域公共交通の確保 

内容：過疎地域住民の生活路線バス・鉄道等として、土

佐くろしお鉄道・高知県東部交通への運行等助成 

必要性・効果：地域住民の交通が確保されることで過疎

地域の生活の維持が保てる 

一部基金に積立て、後年度にあてる 

 

安田町  

コミュニティバス運行事業 

内容：公共交通空白地区の解消を目指して整備したコミ

ュニティバスの運行事業 

必要性・効果：公共交通空白地区においてコミュニティ

バスの運行を行うことにより、公共交通機関等での移

動が難しい層の移動手段確保を行う 

 

安田町  

生活バス路線利用促進事業 

内容：利用者の利便性の向上と公共交通を利用する町

民の運賃負担の軽減を図るため、記名式 IC カードで

すかを活用し、バス運賃を定額制とする事業 

必要性・効果：高知東部交通の路線バスの利用促進と

バスを利用する町民の運賃負担の軽減が期待できる 

 

安田町  

地域公共交通計画事業 

内容：計画に基づき、公共交通網の整備、利用促進及

びまちづくりや広域との連携を図る事業を実施する 

必要性・効果：誰もが自分の意思で移動でき、地域の実

情・町民のニーズと整合のとれた生活交通サービスの

構築を実現する 

安田町  



 

変更箇所 
(変更後計画の頁、行等) 

新（変更後） 旧（変更前） 

37頁、16～17行 事業計画（令和３年度～令和７年度）  

持続的発展施

策区分  
事業名(施設名) 事業内容 事業主体 備考 

６ 子育て環境

の 確保、高齢

者等の保健及

び福祉の向上

及び増進 

 

（２）認定こども園 安田さくら園施設改修 安田町  

（３）高齢者福祉施設 

＜老人福祉センター＞ 

 

高齢者福祉施設維持修繕  

 
 

（８）過疎地域持続的発

展特別事業 

地域支え合い事業 

内容：地域福祉計画の策定や計画に基

づく実践活動の推進。外出支援サー

ビスをはじめ、高齢者、障がい者、

子ども等、誰でも受け入れ、介護予

防施策と併せて「あったかふれあい

事業」などの世代間の交流の場づく

りを行う。  

一部基金に積み立て、後年度にあて

る。  

必要性・効果：高齢者等の介護予防・

生活対策を実施することにより、見

守り・支え合いなどの機運が醸成さ

れ、過疎集落での集落機能維持の強

化や活性化、また、安全・安心に、

いつまでも地域の中で暮らしてい

ける基盤の強化が図られる。  

安田町 

 

少子化対策事業 

内容：地域独身者の出会いの場の提

供、婚活サポーターの育成支援、児

童等医療助成、出産祝金給付。  

必要性・効果：出会いのきっかけづく

り事業による未婚・晩婚化の解消

等、人口対策に繋げるとともに子育

て世代への支援や地域の子育てサ

ービスの充実を図ることにより、安

心して出産や子育てのできる、若者

の暮らしやすい地域づくりが進め

られる。  

安田町 

 

緊急通報体制整備事業  

内容：独居、高齢世帯等への緊急通報

装置の貸与  

必要性・効果：急病や災害等の緊急時

に迅速かつ適切に安否確認をする

ことにより、ひとり暮らしの老人等

の孤独感をやわらげ、安心して暮ら

せる地域づくりを行う。  

安田町 

 

避難所運営マニュアル策定

事業  
内容：災害時に避難者が自主運営で

きるよう、避難所ごとに運営マニ

ュアルを地域住民とともに作成す

る。  

 

安田町 

 

 

事業計画（令和３年度～令和７年度）  

持続的発展

施策区分 
事業名(施設名) 事業内容 事業主体 備考 

６ 子育て環境

の 確保、高齢

者等の保健及

び福祉の向上

及び増進 

 

（２）認定こども園 安田さくら園施設改修 安田町  

（３）高齢者福祉施設 

＜老人福祉センター＞ 

 

高齢者福祉施設維持修繕  

 
 

（８）過疎地域持続的

発展特別事業 

地域支え合い事業 

内容：地域福祉計画の策定や計画

に基づく実践活動の推進。外出

支援サービスをはじめ、高齢者、

障がい者、子ども等、誰でも受け

入れ、介護予防施策と併せて「あ

ったかふれあい事業」などの世

代間の交流の場づくりを行う。  

必要性・効果：高齢者等の介護予

防・生活対策を実施することに

より、見守り・支え合いなどの機

運が醸成され、過疎集落での集

落機能維持の強化や活性化、ま

た、安全・安心に、いつまでも地

域の中で暮らしていける基盤の

強化が図られる。  

安田町 

 

少子化対策事業 

内容：地域独身者の出会いの場の

提供、婚活サポーターの育成支

援、児童等医療助成、出産祝金給

付。  

必要性・効果：出会いのきっかけづ

くり事業による未婚・晩婚化の

解消等、人口対策に繋げるとと

もに子育て世代への支援や地域

の子育てサービスの充実を図る

ことにより、安心して出産や子

育てのできる、若者の暮らしや

すい地域づくりが進められる。  

安田町 

 

緊急通報体制整備事業  

内容：独居、高齢世帯等への緊急通

報装置の貸与  

必要性・効果：急病や災害等の緊急

時に迅速かつ適切に安否確認を

することにより、ひとり暮らし

の老人等の孤独感をやわらげ、

安心して暮らせる地域づくりを

行う。  

安田町 

 

避難所運営マニュアル策

定事業  
内容：災害時に避難者が自主運営

できるよう、避難所ごとに運営

マニュアルを地域住民とともに

作成する。  

 

安田町 

 

 

 

 

 



変更箇所 
(変更後計画の

頁、行等) 
新（変更後） 旧（変更前） 

50頁、10行 事業計画（令和３年度～令和７年度）過疎地域持続的発展特別事業＜再掲＞ 

 

持続的発展施策区分 事業名（施設名） 事業内容 事業主体 備考 

６子育て環境の確

保、高齢者等の保健

及び福祉の向上及び

増進 

 

(８)過疎地域持

続的発展特別事 

業 

地域支え合い事業 

内容：地域福祉計画の策定や計画に基づく実

践活動の推進。外出支援サービスをはじ

め、高齢者、障がい者、子ども等、誰でも

受け入れ、介護予防施策と併せて「あった

かふれあい事業」などの世代間の交流の場

づくりを行う。 

 一部基金に積み立て、後年度にあてる。 

必要性・効果：高齢者等の介護予防・生活対策

を実施することにより、見守り・支え合いな

どの機運が醸成され、過疎集落での集落機能

維持の強化や活性化、また、安全・安心に、

いつまでも地域の中で暮らしていける基盤

の強化が図られる。 

安田町  

少子化対策事業 

内容：地域独身者の出会いの場の提供、婚活

サポーターの育成支援、児童等医療助成、

出産祝金給付。 

必要性・効果：出会いのきっかけづくり事業に

よる未婚・晩婚化の解消等、人口対策に繋げ

るとともに子育て世代への支援や地域の子

育てサービスの充実を図ることにより、安心

して出産や子育てのできる、若者の暮らしや

すい地域づくりが進められる。 

安田町  

緊急通報体制整備事業 

内容：独居、高齢世帯等への緊急通報装置の貸

与 

必要性・効果：急病や災害等の緊急時に迅速か

つ適切に安否確認をすることにより、ひとり

暮らしの老人等の孤独感をやわらげ、安心し

て暮らせる地域づくりを行う。 

安田町  

避難所運営マニュアル策定事

業  
内容：災害時に避難者が自主運営でき

るよう、避難所ごとに運営マニュア

ルを地域住民とともに作成する。  

必要性・効果：防災に対する知識や自

助・共助の重要性を深めることによ

り地域コミュニティの基盤強化が図

られる。 

安田町 

 

７ 医療の確保 （３）  過疎地域

持続的発展特別

事業 

医師確保推進事業 

内容：医院開業に伴う、初期投資費用等への支援

を行う 

必要性・効果：地域医療を確保することで、将来に

わたり安全に安心して暮らすことができる 

安田町  

事業計画（令和３年度～令和７年度）過疎地域持続的発展特別事業＜再掲＞ 

 

持続的発展施策区分 事業名（施設名） 事業内容 事業主体 備考 

６子育て環境の確

保、高齢者等の保健

及び福祉の向上及び

増進 

 

(８)過疎地域持

続的発展特別事 

業 

地域支え合い事業 

内容：地域福祉計画の策定や計画に基づく実

践活動の推進。外出支援サービスをはじ

め、高齢者、障がい者、子ども等、誰でも

受け入れ、介護予防施策と併せて「あった

かふれあい事業」などの世代間の交流の場

づくりを行う。 

必要性・効果：高齢者等の介護予防・生活対

策を実施することにより、見守り・支え合

いなどの機運が醸成され、過疎集落での集

落機能維持の強化や活性化、また、安全・

安心に、いつまでも地域の中で暮らしてい

ける基盤の強化が図られる。 

安田町  

少子化対策事業 

内容：地域独身者の出会いの場の提供、婚活

サポーターの育成支援、児童等医療助成、

出産祝金給付。 

必要性・効果：出会いのきっかけづくり事業に

よる未婚・晩婚化の解消等、人口対策に繋げ

るとともに子育て世代への支援や地域の子

育てサービスの充実を図ることにより、安心

して出産や子育てのできる、若者の暮らしや

すい地域づくりが進められる。 

安田町  

緊急通報体制整備事業 

内容：独居、高齢世帯等への緊急通報装置の貸

与 

必要性・効果：急病や災害等の緊急時に迅速か

つ適切に安否確認をすることにより、ひとり

暮らしの老人等の孤独感をやわらげ、安心し

て暮らせる地域づくりを行う。 

安田町  

避難所運営マニュアル策定事

業  
内容：災害時に避難者が自主運営でき

るよう、避難所ごとに運営マニュア

ルを地域住民とともに作成する。  

必要性・効果：防災に対する知識や自

助・共助の重要性を深めることによ

り地域コミュニティの基盤強化が図

られる。 

安田町 

 

７ 医療の確保 （３）  過疎地域

持続的発展特別

事業 

医師確保推進事業 

内容：医院開業に伴う、初期投資費用等への支援

を行う 

必要性・効果：地域医療を確保することで、将来に

わたり安全に安心して暮らすことができる 

安田町  

 


